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神奈川労働局長が「ベストプラクティス企業」を訪問 

～職場環境向上の取組について 

リコーＩＴソリューションズ株式会社の方々と意見交換～ 

 

 神奈川労働局（局長 園田 宝）では、「過重労働解消キャンペーン」の取組として、使用者団体

や労働組合に協力要請したほか、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重

点的な監督指導を実施しているところです。 

このキャンペーンの一環として、労働環境向上の積極的な取組が長時間労働の削減や年次有

給休暇の取得促進につながっているベストプラクティス企業に、労働局長が下記により訪問し、そ

の取組みについて意見交換等を行います。 

 

 〇 訪問日時  

令和2年11月26日（木） 9時30分～ 

 〇 訪問先 

    リコーＩＴソリューションズ株式会社（横浜市都筑区新栄町16-1） 

            市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩８分 

 〇 意見交換の内容 

(1) 会社主体の「働かせ方改革」ではなく、社員主体の「働きがい改革」への取組み 

（「ワークライフ・マネジメント」について） 

(2) 労働時間把握の徹底による職場の状況の見える化とその対応 

(3) 年次有給休暇取得率85.8％の秘訣 

(4) Withコロナ：テレワークの推進について 

(5) 男性の育児休暇取得などダイバーシティの様々な取組み 

 

〇 取材については、11月25日（水）午後2時までに担当者（監督課：中村）あて御連絡お願いします。 

取材の際は上記訪問先で受付してください。（駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください） 

 

【照会先】 

神奈川労働局 労働基準部監督課  

課長            細貝 浩之 

主任地方労働基準監察監督官 哘崎 雅夫 

（電話）  045(211)7351  (内線6031) 
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